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１ 保険料、納付期限・場所等について 

（１）保険料 

   次の①と②の合計額 

① 決済用貯金の額の合計額を平均した額×         （10円未満切捨て） 

  ② 一般貯金等の額の合計額を平均した額×     （10円未満切捨て）  

 

（２）納付期限 

 令和５年６月 30 日（金）まで 

※  ②の間接納付をする組合は、保険料受入取扱金融機関へご確認願います。 

※２ 保険料の納付は、確定した保険料計算書等に基づき行ってください。（２（２）

①※２）４頁もご参照ください。 

 

（３）納付場所 

① 直接納付をする組合等 

次の組合等は、当機構に納付してください。 

ア 県の単一組合（県内に保険料受入取扱金融機関の信農連・信漁連・農林中央金

庫該当支店がある場合を除く。） 

イ 信農連及び信漁連 

ウ 農林中央金庫 

 

② 間接納付をする組合 

上記①以外の組合は、次の保険料受入取扱金融機関に払い込んでください。 

ア 農協は保険料受入取扱金融機関である信農連に、漁協は信漁連に払い込んでく

ださい。 

イ 信農連及び信漁連が存在しない県は農林中央金庫該当支店に払い込んでくださ

い。 

 

（４）振込先口座 

①（３）①の直接納付をする組合等及び（３）②の保険料受入取扱金融機関が間接納

付をする組合から受け入れた保険料は、（２）の納付期限までに次の口座へお振込

みください。 

また、（３）①の保険料受入取扱金融機関が直接納付をする保険料は、（３）②

の間接納付をする組合から受け入れた保険料とは別途お振込みください。 

金融機関名 農林中央金庫 

店舗名 本店 

預金種目 普通預金 

口座番号 ４００９４５０ 

口座名義 農水
ノウスイ

産業
サンギョウ

協同
キョウドウ

組合
クミアイ

貯金
チョキン

保険
ホ ケ ン

機構
キ コ ウ

 

 

10 

100,000 

6 

100,000 
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②（３）②の間接納付をする組合は、保険料受入取扱金融機関へご確認願います。 

 

（５）保険料の会計処理上の取扱いについて 

保険料については、税務計算上、全額これを納付した事業年度の損金の額に算入す

ることができます。 

詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。（直法２－111昭和48

年12月27日「農業協同組合、漁業協同組合および水産加工業協同組合が農水産業協同

組合貯金保険機構に納付する貯金保険の保険料について」） 
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２ 提出書類等について 

（１）提出書類 

すべての組合等は次の①～④の書類を提出してください。（③については金融機関

貯金が計上されている場合のみ提出してください。）。 

  ※ なお、以下の様式は令和４年より紙での配布を廃止しています。当機構ホームペ

ージ（ＵＲＬ http://www.sic.or.jp/）の「組合のみなさま」内にある「保険料納

付関係書類」からダウンロードして使用してください。 

   ・保険料計算書 

   ・保険料入金通知票 

   ・保険料入金通知票－払込組合別内訳－ 

 

①「保険料計算書（令和５年）」（５頁～11頁参照） 

直接納付をする組合等は当機構に提出してください。間接納付をする組合は保険

料受入取扱金融機関に提出し、保険料受入取扱金融機関が（信農連・信漁連の場合

には自連合会の保険料計算書と併せて）当機構に提出してください。 

 ※ 令和５年より保険料計算書【紙媒体】は廃止しますので、紙媒体の提出は不要

です。 

 

②「保険料計算書の附属明細書（令和５年）」（５頁～15頁参照）            

 

③「金融機関貯金の内訳明細書（令和５年）」（16頁～19頁参照） 

※ 金融機関貯金が計上されない場合は提出不要です。 

 

④「令和４事業年度業務報告書」 

※ 貯金等の種類、期首・期末残高等を確認するため、総会資料やディスクロージ 

ャー誌等ではなく、行政庁に提出する「業務報告書」となります。 

 

また、保険料受入取扱金融機関については、次の⑤～⑦の書類についても併せて提

出してください。 

 

⑤「貯金保険対象組合名簿」（20頁、21頁参照） 

 

⑥「保険料入金通知票」 

 

⑦「保険料入金通知票－払込組合別内訳－」 

   ※ ⑥及び⑦の取扱いについては、「農水産業協同組合貯金保険機構保険料の受入

れに関する事務取扱要項」をご参照ください。 

 

（２）提出先・提出期限・提出方法 

① 上記１（３）①の直接納付をする組合等及び（３）②の保険料受入取扱金融機関 

  次のとおり当機構に提出してください。（保険料受入取扱金融機関については間

接納付をする組合分も提出してください。） 
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提出書類 提出期限 提出方法 

ⅰ 保険料計算書（令和５年） 

６月２日（金） 

 

電子メール 

 

ⅱ 保険料計算書の附属明細書（令和５年）  

ⅲ 金融機関貯金の内訳明細書（令和５年） 

ⅳ 貯金保険対象組合名簿 ６月28日（水） 
電子メール

又はFAX 
ⅴ 保険料入金通知票 ６月28日（水） 

ⅵ 保険料入金通知票－払込組合別内訳－ ６月28日（水） 

ⅶ 令和４事業年度業務報告書【電子媒体】又は【紙媒

体】（総会資料やディスクロージャー誌等ではなく、 

行政庁に提出する「業務報告書」となります。） 

８月31日（木） 郵送 

※  保険料計算書等の内容を当機構において順次確認し、６月16日（金）までに不備等

による再提出の有無を直接納付する組合等又は保険料受入取扱金融機関に連絡します。 

   再提出の依頼があった場合は、修正の必要がある組合の保険料計算書等を再提出願

います。 

※２ また、貯金保険料の納付は、再提出の依頼がなく確定した保険料計算書等又は再提

出により修正し確定した保険料計算書等に基づき行ってください。 

   

※３ 各書類を作成される際には該当頁をご参照ください。 

「保険料計算書（令和５年）」・・・・・・・・・・・・・５頁～11頁 

「保険料計算書の附属明細書（令和５年）」・・・・・・・５頁～15頁 

「金融機関貯金の内訳明細書（令和５年）・・・・・・・・16頁～19頁 

※４ 令和４事業年度業務報告書を電子媒体で提出する場合は、ＰＤＦ形式で保存した上、

ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに格納し、郵送願います。 

※５ 提出先は以下のとおりです。 

（郵送先住所・宛先） 

 〒100－0005 

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 新東京ビル９階 

農水産業協同組合貯金保険機構 業務班 

TEL  03－3285－1278 FAX 03－3285－1274 

（電子メール送信先アドレス） 

  g-gyomu@mail.sic.or.jp  

 

② 上記１（３）②の間接納付をする組合 

（１）①～④の書類を保険料受入取扱金融機関に提出してください。 

提出期限・提出方法については保険料受入取扱金融機関へご確認願います。 
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３ 「保険料計算書」及び「保険料計算書の附属明細書」の作成について 

【「保険料計算書」及び「保険料計算書の附属明細書」の作成にあたって】 

※  電子媒体については、当機構ホームページ（ＵＲＬ http://www.sic.or.jp/）

の「組合のみなさま」内にある「保険料納付関係書類」の様式を使用してください。 

※２ 様式記入例は７頁～８頁参照。 

※３ 電子媒体については、システムで処理する作業を行っております。入力誤りが

多く見受けられますので、下記（１）～（４）のとおり、ファイル名やシート名の

【留意事項】を確認の上、提出してください。 

※４ 保険料計算書（電子媒体）は、保険料計算書の附属明細書（以下「附属明細書」

という。）の年間欄が転記されます。 

 

（１）作成方法について 

貯金等の金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。

なお、その場合であっても、「①－⑥＝⑮」、決済用貯金における「⑮＋⑯＋⑰＝

⑱」、一般貯金等における「⑮－⑯＝⑱」が成り立つように附属明細書の年間欄の端

数を調整してください。 

  ※ ①～⑱については９頁～10頁を参照ください。 

   また、内訳欄は合計額に合致するように端数を調整してください。 

金額がゼロである場合には必ず「０」を記入してください。 

 

（２）ファイル名について 

① 農協・信農連・農林中央金庫 

⇒「金融機関コード(４桁・半角数字)＋組合名.拡張子」 

② 漁協 

⇒「金融機関コード(４桁・半角数字)＋本店(所)コード(３桁・半角数字)＋組合

名.拡張子」 

③ 信漁連 

    ⇒「金融機関コード(４桁・半角数字)＋001（半角数字）＋組合名.拡張子」 

 

【留意事項】 

ⅰ．数字は必ず半角数字で入力をお願いします。 

ⅱ．拡張子はxlsまたはxlsxで作成してください。 

ⅲ．金融機関コードについては必須ですが、組合名についての指定はありませんの

で、ＪＡ○○、××漁協等で構いません。 

 例） 

 

 

 

 

 

「7898丸の内農協.xls」　 →○ 「7781001有楽町漁協.xlsx」 →○
「7898ＪＡ丸の内.xlsx」　　 →○ 「7781001ＪＦ有楽町.xls」 →○
「7898丸の内.xls」 →○ 「7781001有楽町.xlsx」 →○
「丸の内農協7898.xlsx」 →× 「JF有楽町7781001.xls」 →×
「JA丸の内.xls」　　　　 →× 「有楽町漁協.xlsx」 →×

http://www.sic.or.jp/）の
http://www.sic.or.jp/）の
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（３）ファイル構成・シート構成について     

１農水産業協同組合につき、配布したファイルと同じ１ファイル３シートの形式に

してください。 

 

シートタブ見本： 

   

  ① 附属明細書シートに入力を行うと、年間欄が計算書シートに転記されます。 

  ② 計算書シートのⅦ保険料を各団体で計算を行い入力してください。 

  ③ 計算書シートに記載された内容が提出用シートに転記されます。 

 

【留意事項】  

ⅰ １ファイルに複数の農水産業協同組合のデータは入力しないでください（合併

時等）。 

ⅱ シート内の行や列を削除及び追加しないでください（セルの幅及び高さ、フォ

ントやフォントサイズは変更しても構いませんが、数字が入力されるセル位置は

変更しないでください）。 

ⅲ 数値に小数点以下が含まれないように入力してください。 

ⅳ シート名（「計算書」及び「附属明細書」、「提出用」）は変更しないでくだ

さい。 

ⅴ シートの順序は問いませんが、１シート内計算書と附属明細書を混合しないで

ください。 

ⅵ 提出の際はシートを削除しないでください。 

   ※ 当機構にてシステムエラーとなった際は再提出となります。 

 

（４）その他 

① 「附属明細書」の「Ⅴ 特定決済債務」の内訳明細「１ 貯金」及び「２ 貯金

以外」について、システムで把握できない場合は、合計額を「２ 貯金以外」へ入

力してください。 

 

② 貯金残高がマイナスとなることは、原則としてあり得ませんが、起算日取引を行

った場合、マイナス残高が発生することがあります。この取引によって、月間平残

の12ヵ月分と年間平残に差異が生じた場合、調査した上で、正確な平均残高を報告

していただくこととなります。 

 

③ 合併等が行われた組合については12頁～15頁をご覧ください。 

 

  

②    ①     ③ 
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 ＊「保険料計算書（令和５年）」入力例 

 

  

組合名： ○○協同組合

金　　額

決済用貯金 一般貯金等 合　　計

Ⅰ 　貯　　金　　等 2,715,334 12,062,167 14,777,501

１ 貯金 2,715,334 11,984,345 14,699,679

２ 定期積金 － 77,822 77,822

３ － 0 0

４ － 0 0

Ⅱ 　除かれる貯金等 9,471 220,000 229,471

１ 外貨貯金 － 0 0

２ 譲渡性貯金 － 200,000 200,000

３ － 0 0

４ 9,471 20,000 20,000

５ － 0 0

６ 0 0 0

７ 無記名貯金等 0 0 0

８ 振替貸付信託受益権等 － 0 0

Ⅲ 基準貯金等（Ⅰ－Ⅱ） 2,705,863 11,842,167 14,548,030

Ⅳ 0 0 －

Ⅴ 7,385 － 7,385

Ⅵ 2,713,248 11,842,167 14,555,415

（保険料率　　　　　　%) （保険料率　　　　　　%) 円

Ⅶ 　 　 　
保険料（Ⅵ×保険料率 ）

法第69条の２の第２項の規定により
決済用貯金とみなされる一般貯金等

特定決済債務

基準決済用貯金（Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ）
基準一般貯金等（Ⅲ－Ⅳ）

保険料計算書(令和５年）

内
　
　
訳

特別国際金融取引勘定において
経理された貯金

日本銀行、農水産業協同組合
その他の金融機関からの貯金等

農林債（募集債又は保護預り契約が
終了したもの）

農水産業協同組合貯金保険機構
からの貯金等

科　　目

内
　
　
訳

指定金銭信託合同運用口及び貸付信託

農林債

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

 

0.010 0.006 

271,320 710,530 981,850 
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＊「保険料計算書の附属明細書（令和５年）」入力例 

 

 

  

R４年４月

決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 2,699,042 11,058,956 13,757,998

１ 貯金 2,699,042 10,983,354 13,682,396

内 ２ 定期積金 － 75,602 75,602

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0

４ 農林債 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 9,541 170,000 179,541

１ 外貨貯金 － 0 0

２ 譲渡性貯金 － 150,000 150,000

内 ３ － 0 0

４ 9,541 20,000 29,541

５ － 0 0

訳 ６ 0 0 0

７ 無記名貯金等 0 0 0

８ 振替貸付信託受益権等 0 0

Ⅲ　基準貯金等（Ⅰ－Ⅱ） 2,689,501 10,888,956 13,578,457

Ⅳ
0 0 －

Ⅴ　特定決済債務 7,585 － 7,585

内 １ 貯金 980 － 980

訳 ２ 貯金以外 6,605 － 6,605

Ⅵ
2,697,086 10,888,956 13,586,042

基準決済用貯金（Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ）
基準一般貯金等（Ⅲ－Ⅳ）

特別国際金融取引勘定において経理
された貯金

農林債（募集債又は保護預り契約が
          終了したもの）

科　　目

日本銀行、農水産業協同組合その他の
金融機関からの貯金等

農水産業協同組合貯金保険機構から
の貯金等

法第69条の2の2項の規定により決済用貯金
とみなされる一般貯金等

組合名：     ○○協同組合    

 

※  金額がゼロの場合には必ず「０」を入力し、空白のセルが存在しないように作成してください。

（但し「Ⅴ 特定決済債務」の内訳が４（４）①に該当する場合を除きます。）これはシステムに

おいて内容の検証を行う際に、空白のセルが存在するとエラーが発生する恐れがあり、迅速な内容

確認に支障をきたすためです。お手数ですが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

※２ ①～⑱の説明は９頁～10 頁を参照願います。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 
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【科目について】 

① 貯金等の額の営業日平残。 

※ 営業日平残：令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間の各日（日曜日そ

の他政令で定める日〔土曜日、祝日、12月31日、１月２日、１月３

日〕を除く。）における当該科目の合計額を平均した額のことです。 

 

② 定期積金を除くすべての貯金の額の営業日平残。 

※ 従業員預り金は、その他負債であり貯金等ではありません。 

 

③ 定期積金の掛け金の額の営業日平残。 

定期貯金、積立定期貯金はこの欄に記入せず、②の欄に記入してください。 

 

④ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第６条の規定により元本の補てん契約

をした金銭信託（貸付信託を含みます。）に係る信託契約により受け入れた金銭の

額の営業日平残。 

 

⑤ 農林債（債券が発行される農林債であって当該債券の発行時において当該債券の

応募者と農林中央金庫との間で当該債券に係る保護預り契約が締結されているもの

に限る。）の発行により払込を受けた金銭の額の営業日平残。 

※  保護預り契約：農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金

庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き

当該農林債の払出しをしない旨を含むもの。 

 

⑥ ⑦～⑭の合計。 

 

⑦ 外貨貯金の額の営業日平残。日本銀行、農水産業協同組合その他の金融機関から

の貯金等（特別国際金融取引勘定において経理された貯金を除きます。）における

外貨貯金も含まれます。 

 

⑧ 譲渡性貯金の額の営業日平残。 

 

⑨ 外国為替及び外国貿易法第21条第３項に規定する特別国際金融取引勘定において

経理された貯金の額の営業日平残。 

 

⑩ 金融機関とは、銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、

信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労

働金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用農業協同組合連合

会、信用漁業協同組合連合会、貯金等の受入れ事業を現に行っている農業協同組合

及び漁業協同組合並びに水産加工業協同組合をいいます。 

※  自組合の資金は、事業の種類を問わず、金融機関貯金となります。 

※２ 別段貯金の自己宛小切手代り金（預手口）等の特定決済債務に該当した貯金

（貯金勘定以外は除きます。）については、この欄に記入してください。 

※３ 外貨貯金、譲渡性貯金及び特別国際金融取引勘定において経理された貯金を除
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き、日本銀行からの貯金等については国庫金出納事務に係るものを除きます。 

 

⑪ ⑤に記載された金額のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契

約が終了した農林債に係る金額の営業日平残。 

 

⑫ 当機構により預入された額の営業日平残（譲渡性貯金を除きます。）。 

 

⑬ 貯金等名義人の住所、氏名を表示しない無記名証書による貯金等の額の営業日平

残。 

 

⑭ 権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又

は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に係る信

託契約により受け入れた金銭の額の営業日平残。 

 

⑮ ①の額から⑥の額を差し引いた額。 

 

⑯ 決済用貯金及び一般貯金等の両方の欄に、それぞれ同額が入力されます。 

 

⑰ 農水産業協同組合が負担する決済債務のうち、決済用貯金の払戻しを行う場合に

消滅するもの以外のものの額の営業日平残。 

 

⑱ 決済用貯金は⑮の額に⑯の額と⑰の額を加えた額。 

また、一般貯金等は⑮の額から⑯の額を差し引いた額。 

 

⑲ 決済用貯金と一般貯金等の別に、⑱の額にそれぞれ0.00010、0.00006、を乗じた

額。10円未満の端数は切り捨てます。 

※ 例えば⑱が決済用貯金98,765千円、一般貯金等98,765千円の場合、保険料は 

それぞれ9,870円(98,765千円×0.00010=9876.5)、5,920円(98,765千円 

×0.00006=5925.9)となります。 
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【付記】 

 

１ 決 済 用 貯 金 ： （１）決済サービスを提供できるもの 

   （２）貯金者が払戻しをいつでも請求できるもの 

   （３）利息が付されていないもの 

   以上の３要件を満たす当座・普通・別段貯金が該当しま

す。 

２  一 般 貯 金 等 ： 決済用貯金以外のものについて入力してください。 

   決済用貯金の３要件を満たさない当座・普通・別段貯金、

定期貯金、定期積金、貯蓄貯金、通知貯金、出資予約貯

金、納税準備貯金、納税貯蓄組合貯金、元本補てんのある

金銭信託（貸付信託を含む）、農林債（保護預り専用商品

に限る。）が該当します。 

３ 法第69条の２第２項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等 

  : 決済債務が一般貯金等の払戻しを行う場合に消滅するもの

であるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一

般貯金等については、決済用貯金とみなされます。 

４ 特定決済債務 : 仕掛かり中の決済に関して農水産業協同組合が負っている

債務（決済途上の資金）のうち、決済用貯金の払戻しを行

う場合に消滅するもの以外のものであり、翌日の振込資金

などを仮受金等で受けているケースなどが該当します。 
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４ 合併又は信用事業の譲渡が行われた場合の附属明細書の作成について 

 

納付期限までに合併又は信用事業の譲渡（以下「合併等」という）が行われた組合

においては、合併等を行ったそれぞれの組合の営業日平残を合算した額を基に、保険

料を算出する必要があります。合併等が行われた組合については、合併組合又は譲受

組合において書類を作成する際、附属明細書の作成方法についてご注意ください。 

具体的には、以下の附属明細書の入力例のとおり、合併等の日までは合併等を行っ

た組合の営業日平残を合算した額で、合併等の日以降は新設合併、吸収合併又は信用

事業を譲受された組合の営業日平残で、作成してください。 

 また、合併等を行った組合は、旧組合の附属明細書を別途作成してください。 

なお、合併等を行った旧組合の附属明細書の入力については、合併月以降は空欄で

はなく必ず「０（ゼロ）」を入力してください。（入力漏れと区別するため。） 

⇒例）  

ⅰ Ａ組合とＢ組合が、Ｃ組合として新設合併を行った場合 

→Ｃ組合が３組合分（Ａ組合、Ｂ組合、Ｃ組合）の附属明細書を提出してくださ

い。 

ⅱ Ｇ組合がＨ組合に吸収合併又は信用事業の譲渡（以下「吸収合併等」という）

をされた場合 

→Ｈ組合が２組合分（Ｇ組合、Ｈ組合）の附属明細書を提出してください。 

  

 

＊【附属明細書の入力例】 

（１）Ａ組合とＢ組合が、Ｃ組合として新設合併を行った場合。（合併日は令和４年５月

１日） 

 

 

組合名　：

R４年４月 R４年５月

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 1,000,000 11,000,000 12,000,000 0 0 0

１ 貯金 1,000,000 10,000,000 11,000,000 0 0 0

内 ２ 定期積金 － 1,000,000 1,000,000 － 0 0

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 1,000 100,000 101,000 0 0 0

Ａ組合

科　　目

組合名　：

R４年４月 R４年５月

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 2,000,000 22,000,000 24,000,000 0 0 0

１ 貯金 2,000,000 20,000,000 22,000,000 0 0 0

内 ２ 定期積金 － 2,000,000 2,000,000 － 0 0

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 2,000 200,000 202,000 0 0 0

Ｂ組合

科　　目
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※  Ａ組合とＢ組合は、４月は各組合の営業日平残を入力、５月以降は「０」を入力。 

※２ Ｃ組合は、４月はＡ組合とＢ組合を合算した額の営業日平残を入力、５月以降

はＣ組合の営業日平残を入力し、Ａ・Ｂ・Ｃの３組合分の附属明細書を提出。 

 

（２）Ｄ組合とＥ組合が、Ｆ組合として新設合併を行った場合。（合併日は令和５年４月

１日） 

 

 

 

 

※  Ｄ組合とＥ組合は、令和４年４月から令和５年３月までの営業日平残を入力。 

※２ Ｆ組合は、令和４年４月から令和５年３月までＤ組合とＥ組合を合算した額の

営業日平残を入力し、Ｄ・Ｅ・Ｆの３組合分の附属明細書を提出。 

 

組合名　：

R４年４月 R４年５月

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 3,000,000 33,000,000 36,000,000 4,000,000 44,000,000 48,000,000

１ 貯金 3,000,000 30,000,000 33,000,000 4,000,000 40,000,000 44,000,000

内 ２ 定期積金 － 3,000,000 3,000,000 － 4,000,000 4,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 3,000 300,000 303,000 4,000 400,000 404,000

C組合

科　　目

組合名　：

R５年３月 年　間

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 1,000,000 11,000,000 12,000,000 900,000 12,000,000 12,900,000

１ 貯金 1,000,000 10,000,000 11,000,000 900,000 11,000,000 11,900,000

内 ２ 定期積金 － 1,000,000 1,000,000 － 1,000,000 1,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 1,000 100,000 101,000 2,000 97,000 1,000,000

Ｄ組合

科　　目

組合名　：

R５年３月 年　間

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 2,000,000 22,000,000 24,000,000 1,900,000 23,000,000 24,900,000

１ 貯金 2,000,000 20,000,000 22,000,000 1,900,000 22,000,000 23,900,000

内 ２ 定期積金 － 2,000,000 2,000,000 － 1,000,000 1,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 2,000 200,000 202,000 1,000 150,000 151,000

Ｅ組合

科　　目

組合名　：

R５年３月 年　間

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 3,000,000 33,000,000 36,000,000 2,800,000 35,000,000 37,800,000

１ 貯金 3,000,000 30,000,000 33,000,000 2,800,000 33,000,000 35,800,000

内 ２ 定期積金 － 3,000,000 3,000,000 － 4,000,000 4,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 3,000 300,000 303,000 3,000 247,000 250,000

Ｆ組合

科　　目
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（３）Ｇ組合がＨ組合に吸収合併等をされた場合。（合併日は令和４年５月１日） 

 

 

 

※  Ｇ組合は、４月はＧ組合の営業日平残を入力、５月以降は「０」を入力。 

※２ Ｈ組合は、４月はＧ組合とＨ組合を合算した額の営業日平残を入力、５月以降

はＨ組合の営業日平残を入力し、Ｇ・Ｈの２組合分の附属明細書を提出。 

  

（４）Ｉ組合がＪ組合に吸収合併等をされた場合。（合併日は令和５年４月１日） 

 

 

組合名　：

R４年４月 R４年５月

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 1,000,000 11,000,000 12,000,000 0 0 0

１ 貯金 1,000,000 10,000,000 11,000,000 0 0 0

内 ２ 定期積金 － 1,000,000 1,000,000 － 0 0

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 1,000 100,000 101,000 0 0 0

Ｇ組合

科　　目

組合名　：

R４年４月 R４年５月

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 3,500,000 38,500,000 42,000,000 4,000,000 44,000,000 48,000,000

１ 貯金 3,500,000 35,000,000 38,500,000 4,000,000 40,000,000 44,000,000

内 ２ 定期積金 － 3,500,000 3,500,000 － 4,000,000 4,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 3,500 350,000 353,500 4,000 400,000 404,000

Ｈ組合

科　　目

組合名　：

R５年３月 年　間

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 1,000,000 11,000,000 12,000,000 900,000 12,000,000 12,900,000

１ 貯金 1,000,000 10,000,000 11,000,000 900,000 11,000,000 11,900,000

内 ２ 定期積金 － 1,000,000 1,000,000 － 1,000,000 1,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 1,000 100,000 101,000 2,000 97,000 99,000

I組合

科　　目

組合名　：

R５年３月 年　間

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 2,000,000 22,000,000 24,000,000 1,900,000 23,000,000 24,900,000

１ 貯金 2,000,000 20,000,000 22,000,000 1,900,000 22,000,000 23,900,000

内 ２ 定期積金 － 2,000,000 2,000,000 － 1,000,000 1,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 2,000 200,000 202,000 1,000 150,000 151,000

Ｊ組合

科　　目
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※  Ｉ組合とＪ組合は、令和４年４月から令和５年３月の営業日平残を入力。 

※２ Ｊ組合は、Ｊ組合の附属明細書とは別にＩ組合とＪ組合の合算した額の附属明

細書を入力し、Ｉ組合、Ｊ組合、Ｉ組合とＪ組合を合算した額（組合名は、令和５

年６月30日現在の名称（本事例では、Ｋ組合）の３組合分の附属明細書を提出。 

 

 

  

組合名　：

R５年３月 年　間

決済用貯金 一般貯金等 合　計 決済用貯金 一般貯金等 合　計

Ⅰ　貯金等 3,000,000 33,000,000 36,000,000 2,800,000 35,000,000 37,800,000

１ 貯金 3,000,000 30,000,000 33,000,000 2,800,000 33,000,000 35,800,000

内 ２ 定期積金 － 3,000,000 3,000,000 － 2,000,000 2,000,000

訳 ３ 指定金銭信託合同運用口及び貸付信託 － 0 0 － 0 0

４ 農林債 － 0 0 － 0 0

Ⅱ　除かれる貯金等 3,000 300,000 303,000 3,000 247,000 250,000

K組合

科　　目
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５ 「金融機関貯金の内訳明細書（令和５年）」の入力について 

 ※ 当機構ホームページにある様式を使用してください。 

 

 
Ⅰ 千代田銀行は、その他金融機関名義の貯金であることから、「貯金内容」欄の記入は不要。 

Ⅱ 丸の内農業協同組合は、自組合名義の貯金であることから、「金融機関名」欄、「貯金内容」欄の両方を記入。 

Ⅲ 神田農業協同組合は、その他金融機関名義の貯金であることから、「貯金内容」欄の記入は不要。 

Ⅳ 大田信用農業協同組合連合会は、信農連名義の貯金であり、丸の内農業協同組合が当該連合会の会員であることから、「金融

機関名」欄、「貯金内容」欄の両方を記入。 

Ⅴ 東京湾信用漁業協同組合連合会は、信漁連名義の貯金であるが、丸の内農業協同組合が当該連合会の会員でないことから、

「貯金内容」欄の記入は不要。 

 

 

Ⅰ 大田信用農業協同組合連合会は、自連合会名義の貯金であることから、「金融機関名」欄、「貯金内容」欄の両方を記入。 

Ⅱ 丸の内農業協同組合は、自連合会以外の金融機関名義貯金であることから、「貯金内容」欄の記入は不要。 

Ⅲ 大田信用農業協同組合連合会は、自連合会名義の貯金であることから、「金融機関名」欄、「貯金内容」欄の両方を記入。 

Ⅳ この場合、自連合会が信農連であることから、信漁連の会員であり、貯金の受入を現に行っている江戸川漁業協同組合は、自連

合会以外の金融機関名義貯金と同じ扱いとなり、「貯金内容」欄の記入は不要。 

（注） 一般貯金等において、自連合会の会員であり、貯金の受入を現に行っている農水産業協同組合（信農連の場合は農協、信漁

連の場合は漁協に限る）名義の貯金の場合、金融機関貯金の内訳明細書への記入は不要。 

 

 

Ⅰ 丸の内農業協同組合連合会は、自金庫以外の金融機関名義貯金であることから、「貯金内容」欄の記入は不要。 

Ⅱ 千代田銀行は、自金庫以外の金融機関名義貯金であることから、「貯金内容」欄の記入は不要。 

（注） 一般貯金等において、貯金の受入を現に行っている農水産業協同組合の貯金の場合、金融機関貯金の内訳明細書への記

入は不要。 

① 農協及び漁協の場合
組合名等：　 丸の内農業協同組合

金融機関名
貯金内容

（主な口座名義等）
金融機関名

貯金内容
（主な口座名義等）

1 千代田銀行 ―
　　　　大田信用農業協同組合
　　　　連合会

農業経営安定資金口

2 丸の内農業協同組合 自己宛小切手口 　　　東京湾信用漁業協同組合連合会 ―

3 神田農業協同組合 ―

4

決済用貯金 一般貯金等

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

② 信農連及び信漁連の場合
組合名等： 大田信用農業協同組合連合会

金融機関名
貯金内容

（主な口座名義等）
金融機関名

貯金内容
（主な口座名義等）

1
　　　　大田信用農業協同組合
　　　　連合会

自己宛小切手口
　　　大田信用農業協同組合
　　　連合会

未実行金口

2 丸の内農業協同組合 ― 江戸川漁業協同組合 ―

3

決済用貯金 一般貯金等

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

③ 農林中央金庫の場合
組合名等：　　　　　　　　 農林中央金庫

金融機関名
貯金内容

（主な口座名義等）
金融機関名

貯金内容
（主な口座名義等）

1 丸の内農業協同組合連合会 ― 千代田銀行 ―

2

3

決済用貯金 一般貯金等

Ⅰ Ⅱ
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＊「金融機関貯金の内訳明細書（令和５年）」の入力例 

※  人格区分が金融機関に該当する貯金を全て入力の上、必ず提出してくださ

い。ただし、金融機関貯金が計上されていない場合は提出不要です。 

※２ 自組合の支店名義や、店舗顧客等の同種の貯金についてはまとめて入力し

ていただいて構いません。  

   なお、自連合会または自金庫の会員であり貯金の受入を現に行っている農

水産業協同組合名義の貯金は入力不要です。 

※３ 金融機関貯金に該当するかを判定する際には、貯金者データ整備に係る自

己点検マニュアルも参照してください。 

 

「金融機関貯金の内訳明細書」の電子媒体（Ｅｘｃｅｌ形式）の作成については、次

のとおりとなります。 

 

（１）ファイル名について 

① 農協・信農連・農林中央金庫 

 ⇒「金融機関コード(４桁・半角数字)＋組合名＋金融機関貯金．拡張子」 

② 漁協 

⇒「金融機関コード(４桁・半角数字)＋本店(所)コード(３桁・半角数字)＋組合名

＋金融機関貯金.拡張子」 

③ 信漁連 

⇒「金融機関コード(４桁・半角数字)＋001（半角数字）＋組合名＋金融機関貯金.

拡張子」 

 

【留意事項】 

ⅰ 数字は必ず半角数字で入力をお願いします。 

ⅱ 拡張子はxlsまたはxlsxで作成してください。 

ⅲ 金融機関コードについては必須ですが、組合名についての指定はございません

ので、ＪＡ○○、××漁協等で構いません。 

例） 

    

 

 

 

  

「7898丸の内農協金融機関貯金.xlsx」 →○ 「7781001有楽町漁協金融機関貯金.xls」 →○
「7898ＪＡ丸の内金融機関貯金.xls」　　 →○ 「7781001ＪＦ有楽町金融機関貯金.xlsx」 →○
「7898丸の内金融機関貯金.xlsx」　　　　 →○ 「7781001有楽町金融機関貯金.xls」 →○
「JA丸の内金融機関貯金7898.xls」　　　　 →× 「有楽町漁協金融機関貯金7781001.xlsx」 →×
「丸の内農協金融機関貯金.xlsx」　　　　 →× 「ＪＦ有楽町金融機関貯金.xls」 →×
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（２）ファイル構成・シート構成について 

１農水産業協同組合につき、１ファイル１シートの形式にしてください。 

 

【留意事項】 

ⅰ １ファイルに複数の農水産業協同組合のデータは入力しないでください。 

ⅱ シート内の行や列を削除及び追加しないでください（セルの幅及び高さ、フォ

ントやフォントサイズは変更しても構いませんが、数字が入力されるセル位置は

変更しないでください）。 

ⅲ シート名（金融機関貯金の内訳明細書）は変更しないでください。 

 

（３）金融機関貯金に該当しない事例について 

事例については、次の①～⑧に解説を示しており、事例と解説の番号は一致してい

ます。 

 

 

【解説】 

① 当該組合とは独立した団体（当該組合が事務を行っているのみの団体）に帰属する貯

金であるため、金融機関貯金には該当しません。 

 

② 農水産業協同組合貯金保険法施行令第６条第３号及び第６条の２第３号において、保

険料の額の計算上除かれる貯金として、日本銀行から受け入れた貯金等が定められて

おります。なお、日本銀行の歳入金受け入れに使用されている口座の場合は金融機関

貯金には該当しません。 

 

③ 出資最低金額に満たない資金を集約管理する口座として使用している場合、当該貯金

は個別の貯金者に帰属する貯金となり、金融機関貯金には該当しません。 

 

④ 個別の睡眠貯金を集約管理する口座の場合、当該貯金は個別の貯金者に帰属する貯金

となり、金融機関貯金には該当しません。 

金融機関名
貯金内容

（主な口座名義等）
金融機関名

貯金内容
（主な口座名義等）

1 ①　丸の内農業協同組合 女性部、生産部会
⑦　 　日本郵便株式会社

　 　東京郵便局
－

2 ②　丸の内農業協同組合 日銀歳入金口 ⑧　丸の内農業協同組合 営農センター職員口

3 ③　丸の内農業協同組合 出資予約貯金口

4 ④　丸の内農業協同組合 睡眠貯金管理口

5 ⑤　丸の内農業協同組合 子供貯金口

6 ⑥　丸の内農業協同組合
国民年金保険料口

県公金口、水道局口

金融機関貯金の内訳明細書

決済用貯金 一般貯金等
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⑤ 子供銀行の貯金であり、各々の子供に帰属しているため、金融機関貯金には該当しま

せん。 

 

⑥ 金融機関が国、県及び水道局等から委託を受けて、組合員等より支払われた公共料金

等を一度受け入れる口座である場合、この資金の最終的な受取人は、国、県及び水道

局等であるため、金融機関貯金には該当しません。 

 

⑦ 郵便局は、ゆうちょ銀行の委託で貯金業務を行っており、ゆうちょ銀行の本・支店名

義の貯金ではないため、金融機関貯金には該当しません。 

 

⑧ 当該部署の職員の積立金口座である場合、職員一人ひとりに帰属するものであるため、

金融機関貯金には該当しません。 

 

※ 以上①～⑧のような貯金は、金融機関貯金には該当しません。正確な保険料の算定の

ため、記入しないようお願いします。 
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６ 「貯金保険対象組合名簿」の記入について 

 

「貯金保険対象組合名簿」 記入例 

 

 

○ 異動あり 

 異動なし 

 

貯金保険対象組合名簿 

 

本店所在地 組合名 金融機関CD 備考 

 

Ａ市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ市 

Ｂ市(事例６） 

 

 

    Ａ 

 

    Ｂ 

                   

（追加）Ｂ’ （事例１） 

 

    Ｃ 

 

    Ｄ  （事例２） 

 

 

    Ｅ  （事例３） 

 

 

    Ｆ  （事例４） 

 

 

 

    Ｇ’ 

    Ｇ  （事例５） 

 

  

    Ｈ 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

 

XXXX 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

XXXX 

 

 

 

合  併 

 

 

 

合  併 

 

吸収合併 

 

 

信用事業譲渡 

 

 

解  散 

 

 

 

 

名称変更 

 

 

本店所在地変更 

 

 ※ （追加）と（事例１～６）は記入する必要はありません。 

 

 

 

年度を更新するとともに、「異動な

し」の場合にも必ず「○」を表示のう

え提出してください。 

5. 4. 1 合併登記 
参加組合（Ｂ・Ｃ） 
 
 
 
 
 
Ａに吸収合併 
5. 2.28 解散登記 

4.12. 1  解散議決 
5. 1. 7  貯残ゼロ 
5. 2. 4  解散認可 

5. 4.22 変更登記 

Ａに信用事業譲渡 
5. 1.31 事業譲渡日 

R4.6.30 から R5.6.30 の間に 
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保険料受入取扱金融機関は、以下の事由により前年度保険料納付時（令和４年６月 

30日）から今年度保険料納付期限（令和５年６月30日）までの間に貯金保険対象組合

等に異動がある場合には、右上部の「異動あり」に「○」を表示し、令和５年６月 

30日までに当該内容を記入のうえ提出してください。 

  なお、異動がない場合については、右上部の「異動なし」に「○」を表示のうえ提出

してください。 

（１）新設合併の場合（事例１） 

① 「消滅した組合名を二重線で抹消」し、「新設された組合名」を追加記入してく

ださい。 

② 備考欄に「合併」と表示し、「登記年月日」及び「参加組合」を記入してください。 

 

（２）吸収合併の場合（事例２） 

① 「消滅した組合名を二重線で抹消」してください。 

② 備考欄に「吸収合併」と表示し、「吸収先の組合」及び「登記年月日」を記入し

てください。 

 

（３）信用事業譲渡の場合（事例３） 

① 「信用事業を譲渡した組合名を二重線で抹消」してください。 

② 備考欄に「信用事業譲渡」と表示し、「譲受組合」及び「譲渡年月日」を記入し

てください。 

 

（４）解散、事業停止、事業廃止の場合（事例４） 

① 「解散、事業停止、事業廃止を行った組合名を二重線で抹消」してください。 

② 備考欄に「事由（解散、事業停止、事業廃止）」及び「当該事由経緯（年月日含

む。）」を記入してください。 

※ 解散、事業停止、事業廃止を証明する書類及び貯金残高ゼロを証明する書類を

必ず添付してください。なお、いずれの場合も原本証明付残高試算表も併せて添

付してください。 

ⅰ 解散の場合・・・・・認可書（写）又は命令書（写） 

ⅱ 事業停止の場合・・・命令書（写） 

ⅲ 事業廃止の場合・・・認可書（写）及び変更後の定款（写） 

 

（５）名称変更の場合（事例５） 

① 「名称変更前組合名を二重線で抹消」し、「名称変更後組合名」を記入してくだ

さい。 

② 備考欄に「名称変更」と表示し、「登記年月日」を記入してください。 

 

（６）本店（所）所在地の市町村が変更となった場合（事例６） 

   「変更前市町村を二重線で抹消」し、「変更後市町村」を記入してください。 

 

７ 保険料の受入れにかかる入金証明書の発行について 

１頁１(３)①の直接納付をする組合のうち、入金証明書が必要な場合には、当機構業

務班宛へご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 


